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　毎月の勤労統計の不正、偽装調査をはじめ、

政府統計の不適切処理が明らかになっている

中で、「消費税に反対ではないが、今増税し

たら景気が冷え込む」「増税は必要だが、そ

の時期ではない」「１万円の商品１０％分を

かぶると商売がなりたたない」この声を届け

ました。

　消費税増税と複数税率・インボイス制度の

実施が地域経済を疲弊させ、中小業者に多大

な害悪をもたらすことは明らかです。消費税

１０％への増税中止の声をあげるべきと求め

ましたが、市は、消費税等の税率引上げは、

やむを得ないと答弁。今からでもまだ間に合

います。引き続き、「消費税１０％中止！」

を求めていきます。

　市民のみなさんと繰り返し要望してきた、子

ども医療費の通院費助成がようやく中学卒業ま

で拡大されます。できるだけ早い時期にと要望

も行う中、来年 1 月からの実施となる見込み

です。

　3 月議会では、「自動償還払い」での実施を

検討しているとする市長の発言にも異論が相次

ぎ、窓口支払いのない現物給付での実施となり

ます。また、これまで償還払いとなっていた入

院費助成も現物給付に改善されます。

　これまで運動してきた市民のみなさんの願い

が議会と市政を動かしました。

　医療や介護の利用者が、病院などの事

業者に費用をいったん全額支払い、その

後自治体などに申請して払い戻しを受け

ること。

　未就学の障害児のための「児童発達支援事

業所」の利用が、4 月から複数利用可能とな

りました。松山市ではこれまで事業所の複数

利用は「原則不可」、利用日数も月 10 日程

度に制限されるなど、保護者や事業所から

「ハードルが高い」と改善が望まれていまし

た。

　計画相談が必須、センターとの併用は不

可・・・と、まだ課題は残りますが、大きな

一歩です。

　「児童発達支援事業」「放課後等デイサービ

ス事業」は、事業所も利用者も増加し続けて

いますが、「営利優先、安上がりなサービス

を助長している」と指摘されています。4 月から

事業所の指定、指導権限も県から松山市に委譲さ

れるもとで、質の確保を強く求めました。

　市は「事業者に対し第三者評価の実施を促すと

ともに、民

間事業者と

連携し助言

や意見交換

ができる仕

組みを構築

したい」と

答 え ま し

た。

　安倍首相は 1 月の自民党大会で「（自衛隊

の）新規隊員募集に対して自治体の６割以上

が協力を拒否している」、「憲法に自衛隊を明

記してこの条状況を変えよう」と発言し、９

条改憲には、若者の新規自衛官の名簿を自治

体から強制的に提出させる狙いがあることを

明らかにしました。

　松山市では、住民基本台帳法第 11 条の２

に基づき、18 歳の市民の氏名、住所、性別

を毎年自衛隊に開示しており、過去 3 年間

で 14,549 人に上ります。

　松山市個人情報保護条例第３５条では個人

情報の提供停止を求められる項目があります

が、市は自衛隊による名簿の閲覧は違法でな

いため情報提供を停止できないとしていま

す。

　しかし、関連法令は「求めることができる
4 4 4

」

などにとどまっており、情報開示は義務では

ありません。松山市は情報開示をやめるべき

です。

自衛隊法施行令 120 条

防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集

に関し必要があると認めるときは、都道府県

知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資

料の提出を求めることができる。

住基法第１１条の２

第 11 条の 2

1. 市町村長は・・（中略）・・その活動に必

要な限度において、住民基本台帳の一部の写

しを閲覧させることができる。
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　全国では、２０１６年特別養護老人ホームの待機者

が「要介護１・２」を除いた数でも３９万人を超える

状況となっています。待機者が増え続ける大本には、

高齢世代の貧困化があります。低年金の人が要介護状

態になった時、最期まで入居できる施設は特養ホーム

しかありません。

　市の現在の特別養護老人ホームの整備状況を踏まえ

た待機者数について質問しました。市は、要介護認定

３以上の方でかつ１年以内に入所を希望されている在

宅及び一般病院に入院中の方などの数に要介護認定者

の伸び率などを考慮して算出した８１名を待機者とし

てとらえていると答弁。計画的に施設整備を進めてい

き、待機者の解消を図っていくといいます。

　身近になかなか施設に入れない人はもっといるとい

うのが市民の声です。私たちの声で、必要なところに

施設整備を求めていきます。

　「健康で長生きしたい」「健康寿命を延ばしたい」市

民の願いを実現するためには、保健予防活動の強化や

早期発見、早期治療のために、健診を受ける機会をつ

くること、受けやすい健診にすること、経済的負担を

軽減することが必要と市の施策の強化を質しました。

　市は４０代の受診率の低さから、働く世代が受診し

やすい環境整備をすすめるとともに、２０１９年度か

ら、後期高齢者の方の健康診査の案内は、施設入所者

や長期入院者などすでに、健康管理が実施されている

方を除いた、８０歳未満まで対象を広げていく。

　また、がん医療費の無料化を行い、安心して治療に

専念できるよう経済的な負担をなくすよう求めました

が、がん以外にも高額、長期に渡る医療費負担を伴う

疾患が多数ある中，がん治療に限って独自で医療費の

無料化は考えていないと答えました。

　市では、２０１９年４月１日より、地域に密着した高齢

者の総合窓口である地域包括センター数を１０カ所から

１２カ所に増やし、新たにサブセンターを１カ所増やしま

した。

　市は、サブセンター浮穴・久谷の事務所は、センターか

ら遠い地域の方への身近な相談窓口として保健師などの３

職種を配置し、センターと同じ機能を備え、高齢者の相談

支援体制を充実させると答えました。

　また、介護での生活援助に関し、要介護度ごとに届け出

基準があるが、届け出義務がケアプラン作成に影響してい

るケースはないか、実態を無視した利用制限は撤回すべき

と求めました。市は利用制限を行ったケースは確認してい

ない、生活援助の回数は妥当と答えました。

　　西条・黒瀬ダムからの松山分水問題につい

て、西条市は３月末「受け入れられない」と表

明しました。県も調整役から手を引く方針です。

そもそも新規水源は本当に必要でしょうか。

　１９９４年の大渇水以降、節水は市民生活に

根付き、松山市は全国有数の節水都市となりま

した。節水型トイレ設置への助成も始まるなど、

ますます節水のまちづくりが進み、平常時の水

は足りています。

　黒瀬ダム分水計画は、最大限供給すべき水量

18 万㎥に対し、平成 14 年の渇水＝ 10 年に

一度レベルの渇水時に供給できる水量約１４万

㎥を示し、4 万㎥不足しているとしています。

　しかし、実際には平均給水量は１４万㎥を下

回り、１日最大給水量も下がり続けています。

（右グラフ）

　黒瀬ダム分水で水道料金が１５％上がると試算されて

います。さらに今後１０年間の事業方針「水道ビジョン

まつやま２０１９」では、既存の水道管や施設の耐震化

などの財源を確保するため、5 年後に水道料金を１０％

程度引き上げる方針です。黒瀬ダム分水が実現すれば、

近い将来水道料金は２５％もの値上げとなります。

　市民生活にどんな影響があるのか積極的に説明すべき

だと質しましたが、市は「ホームページや広報で適切に

説明してきている。新たに説明する考えはない。」との

答えに終始しました。

　1994 年の大渇水から四半世紀。黒瀬ダム分水はキッ

パリ中止し、まちづくりの在り方を市民とともに考え直

す時です。これからの人口減少や節水機器の普及を考え

れば新規水源は必要ありません。節水型都市づくりを市

民のみなさんと進めながら、緊急時の対策にしっかり取

り組むべきです。党市議団は、引き続き新規水源開発に

反対し、撤回を求めます。
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の新規水源開発が必

要とした 2004 年

策定の「長期的水需

給計画」は実現しな

いまま目標年次とな

り、2 年前に必要水

量を見直しました。

　しかし、旧計画に

はなかった水量を上

乗せして必要水量 4

万㎥とし、新規水源

開発に固執していま

す。将来に負担を背

負わすムダな大型開

発はストップさせま

しょう。
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